
議案第２８号 

 

恵庭市副市長の選任の同意について 

 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１６２条の規定により、恵庭市副市長を次のとお

り選任したいので同意を求める。 

 

  令和３年３月２２日提出 

 

                     恵庭市長 原 田   裕   

 

記 

 

〔氏  名〕  横 道 義 孝 

〔住  所〕                   

〔生年月日〕               
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恵庭市副市長の選任 
 

退任となる副市長 

 氏  名 北 越 俊 二 生年月日                 

 住  所                 

 任  期 自 平成２９年１１月２９日 ～ 至 令和３年３月３１日 

退任理由 自己都合による退任 

 

選任する副市長（新任） 

 氏  名 横 道 義 孝 生年月日                 

 住  所                 

 任  期 自 令和３年４月１日 ～ 至 令和７年３月３１日 

最終学歴                     

 

＜職 歴＞ 

 昭和６０年 ４月 １日  恵庭市奉職 

平成２２年 ４月 １日  企画振興部地域整備室主幹 

平成２５年 ４月 １日  経済部農政課長 

平成２８年 ４月 １日  総務部次長 

平成３０年 ４月 １日  総務部長 

 

 

 根 拠 法 令 地方自治法第１６１条 

 委 員 数 １人（恵庭市副市長の定数を定める条例） 

 任    期 ４年（地方自治法第１６３条） 

資 格 要 件 
副市長は、普通地方公共団体の長が議会の同意を得てこれを選任する。

（地方自治法第１６２条） 

禁止事項等 

検察官、警察官、収税官吏、普通地方公共団体における公安委員会の

委員、衆議院議員、参議院議員又は地方公共団体の議会の議員並びに常

勤の職員及び短時間勤務職員との兼職禁止 
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議案第２９号 

 

恵庭市駐車場条例及び恵庭市自転車等駐車場条例の一部改正について 

 

恵庭市駐車場条例及び恵庭市自転車等駐車場条例の一部を次のとおり改正することにつ

いて議決を求める。 

 

令和３年３月２２日提出 

 

恵庭市長 原 田   裕   

 

記 

 

恵庭市駐車場条例及び恵庭市自転車等駐車場条例の一部を改正する条例 

（恵庭市駐車場条例の一部改正） 

第１条 恵庭市駐車場条例（平成１９年条例第１号）の一部を次のように改正する。 

第３条の表中「恵庭市相生町３６８番１」を「恵庭市相生町１丁目６０２番」に、「恵

庭市柏陽町１丁目１番６」を「恵庭市柏陽町１丁目１番５」に改める。 

（恵庭市自転車等駐車場条例の一部改正） 

第２条 恵庭市自転車等駐車場条例（平成２７年条例第１１号）の一部を次のように改正

する。 

第３条の表中「恵庭市相生町２番１外」を「恵庭市相生町１丁目６０５番１」に、「恵

庭市相生町５００番５外」を「恵庭市相生町３丁目５００番外」に改める。 

附 則 

この条例は、公布の日から施行する。 

5



6



恵庭市駐車場条例新旧対照表（抄）＜第１条関係＞ 
現行 改正案 

第 1 条・第 2 条 (略) 

 

(名称及び位置) 

第 3 条 駐車場の名称及び位置は、次のとおりとする。 
名称 位置 

(略) 

恵庭駅西口駐車場 恵庭市相生町 368 番 1   

(略) 

恵み野跨線橋高架下西駐車場 恵庭市柏陽町 1 丁目 1 番 6、2 番

5 

 

第 4 条～第 16 条 (略) 

第 1 条・第 2 条 (略) 

 

(名称及び位置) 

第 3 条 駐車場の名称及び位置は、次のとおりとする。 
名称 位置 

(略) 

恵庭駅西口駐車場 恵庭市相生町 1 丁目 602 番 

(略) 

恵み野跨線橋高架下西駐車場 恵庭市柏陽町 1 丁目 1 番 5、2 番

5 

 

第 4 条～第 16 条 (略) 
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恵庭市自転車等駐車場条例新旧対照表（抄）＜第２条関係＞ 
現行 改正案 

第 1 条・第 2 条 (略) 

 

(種類、名称、位置及び利用対象自転車等) 

第 3 条 駐車場の種類、名称、位置及び利用対象自転車等は、次の表のと

おりとする。 
種類 名称 位置 利用対象自転

車等 

有料自転

車駐車場 
恵庭駅西口屋内自

転車駐車場 
恵庭市相生町 2 番

1 外    
自転車 

無料自転

車等駐車

場 

恵庭駅西口高架下

自転車等駐車場 

恵庭市相生町 500

番 5 外    

自転車及び原

動機付自転車 

(略) 

 

第 4 条～第 16 条 (略) 

 

第 1 条・第 2 条 (略) 

 

(種類、名称、位置及び利用対象自転車等) 

第 3 条 駐車場の種類、名称、位置及び利用対象自転車等は、次の表のと

おりとする。 
種類 名称 位置 利用対象自転

車等 

有料自転

車駐車場 
恵庭駅西口屋内自

転車駐車場 
恵庭市相生町 1 丁

目 605 番 1 
自転車 

無料自転

車等駐車

場 

恵庭駅西口高架下

自転車等駐車場 

恵庭市相生町 3 丁

目 500 番 5 外 

自転車及び原

動機付自転車 

(略) 

 

第 4 条～第 16 条 (略) 
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議案第３０号 

 

恵庭市国民健康保険条例の一部改正について 

 

恵庭市国民健康保険条例の一部を次のとおり改正することについて議決を求める。 

 

令和３年３月２２日提出 

 

恵庭市長 原 田   裕   

 

記 

 

恵庭市国民健康保険条例の一部を改正する条例 

恵庭市国民健康保険条例（昭和３４年条例第２号）の一部を次のように改正する。 

目次中「第４条―第６条の２」を「第５条～第６条の２」に改める。 

第６条の２第１項中「給与」を「給与等（所得税法（昭和４０年法律第３３号）第２８条第

１項に規定する給与等をいい、賞与（健康保険法第３条第６項に規定する賞与をいう。）を除く。

以下同じ。）」に、「新型インフルエンザ等対策特別措置法（平成２４年法律第３１号）附則第１

条の２に規定する新型コロナウイルス感染症」を「新型コロナウイルス感染症（病原体がベー

タコロナウイルス属のコロナウイルス（令和２年１月に、中華人民共和国から世界保健機関に

対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。）である感染症をい

う。）」に改め、同条第２項中「給与収入」を「給与等の収入」に改め、同条第４項中「給与収

入」を「給与等」に改める。 

附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、公布の日から施行する。 

（適用区分） 
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２ この条例による改正後の恵庭市国民健康保険条例第６条の２の規定は、傷病手当金の支給

を始める日が令和２年１月１日から規則で定める日までの間の属する場合に適用する。 
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恵庭市国民健康保険条例新旧対照表（抄） 
現行 改正案 

目次 

 第 1 章～第 3 章 (略) 

第 4 章 保険給付(第 4 条―第 6 条の 2) 

第 5 章～第 7 章 (略) 

附則 

 

第 1 条～第 6 条 (略) 

 

(傷病手当金) 

第 6 条の 2 被保険者(給与                      

                                 

                 の支払を受けている者に限る。以

下この項において同じ。)が療養のため労務に服することができないと

き(新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成 24 年法律第 31 号)附則

第 1 条の 2 に規定する新型コロナウイルス感染症           

                                 

          に感染したとき又は発熱等の症状があり当該感

染症への感染が疑われるときに限る。)は、当該被保険者の属する世帯

の世帯主に対し、その労務に服することができなくなった日から起算し

て 3 日を経過した日から労務に服することができない期間、傷病手当金

を支給する。 

目次 

 第 1 章～第 3 章 (略) 

第 4 章 保険給付(第 5 条～第 6 条の 2) 

第 5 章～第 7 章 (略) 

附則 

 

第 1 条～第 6 条 (略) 

 

(傷病手当金) 

第 6条の 2 被保険者(給与等(所得税法(昭和 40年法律第 33号)第 28条第

1 項に規定する給与等をいい、賞与(健康保険法第 3 条第 6 項に規定す

る賞与をいう。)を除く。以下同じ。)の支払を受けている者に限る。以

下この項において同じ。)が療養のため労務に服することができないと

き(新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコ

ロナウイルス(令和 2 年 1 月に、中華人民共和国から世界保健機関に対

して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)

である感染症をいう。)に感染したとき又は発熱等の症状があり当該感

染症への感染が疑われるときに限る。)は、当該被保険者の属する世帯

の世帯主に対し、その労務に服することができなくなった日から起算し

て 3 日を経過した日から労務に服することができない期間、傷病手当金

を支給する。 
 

1
1



 

現行 改正案 

2 傷病手当金の額は、1 日につき、傷病手当金の支給を始める日の属す

る月以前の直近の継続した 3 月間の給与収入  の合計額を就労日数

で除した金額(その金額に、5 円未満の端数があるときはこれを切り捨

て、5 円以上 10 円未満の端数があるときはこれを 10 円に切り上げるも

のとする。)の 3 分の 2 に相当する金額(その金額に、50 銭未満の端数

があるときはこれを切り捨て、50 銭以上 1 円未満の端数があるときは

これを 1 円に切り上げるものとする。)とする。 

3 (略) 

4 第 1 項に規定する労務に服することができない期間において、給与収

入の全部又は一部を受けることができる者に対しては、これを受けるこ

とができる期間は、傷病手当金を支給しない。ただし、その受けること

ができる給与収入の額が、第 2 項の規定により算定される額より少ない

ときは、その差額を支給する。 

5 (略) 

 

第 7 条～第 14 条 (略) 

2 傷病手当金の額は、1 日につき、傷病手当金の支給を始める日の属す

る月以前の直近の継続した 3 月間の給与等の収入の合計額を就労日数

で除した金額(その金額に、5 円未満の端数があるときはこれを切り捨

て、5 円以上 10 円未満の端数があるときはこれを 10 円に切り上げるも

のとする。)の 3 分の 2 に相当する金額(その金額に、50 銭未満の端数

があるときはこれを切り捨て、50 銭以上 1 円未満の端数があるときは

これを 1 円に切り上げるものとする。)とする。 

3 (略) 

4 第 1 項に規定する労務に服することができない期間において、給与等 

 の全部又は一部を受けることができる者に対しては、これを受けるこ

とができる期間は、傷病手当金を支給しない。ただし、その受けること

ができる給与等 の額が、第 2 項の規定により算定される額より少ない

ときは、その差額を支給する。 

5 (略) 

 

第 7 条～第 14 条 (略) 
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議案第３１号 

 

恵庭市公営企業の設置等に関する条例の一部改正について 

 

恵庭市公営企業の設置等に関する条例の一部を次のとおり改正することについて議決を求

める。 

 

令和３年３月２２日提出 

 

恵庭市長 原 田   裕   

 

記 

 

恵庭市公営企業の設置等に関する条例の一部を改正する条例 

恵庭市公営企業の設置等に関する条例（昭和４２年条例第１４号）の一部を次のように改

正する。 

第３条第３項の表排水区域の項中「１，８８１．４ヘクタール」を「１，８８７．１ヘク

タール」に、同表排水人口の項中「６万７，６７０人」を「６万７，８００人」に、「１，７

８８人」を「１，６７６人」に改める。 

附 則 

この条例は、令和３年４月１日から施行する。 
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恵庭市公営企業の設置等に関する条例新旧対照表（抄） 
現行 改正案 

第 1 条・第 2 条 (略) 

 

 (経営の基本) 

第 3 条 公営企業は、常に企業の経済性を発揮するとともに、公共の福祉

を増進するように運営されなければならない。 

2 (略)  

3 下水道事業の種別並びに排水区域、排水人口及び 1 日最大処理能力は、

次の表のとおりとする。 

 種別 

公共下水道 個別排水処理 

排水区域 1,881.4ヘクタール  

排水人口 6万7,670人 1,788人 

(略) 

 

第 4 条～第 7 条 (略) 

第 1 条・第 2 条 (略) 

 

 (経営の基本) 

第 3 条 公営企業は、常に企業の経済性を発揮するとともに、公共の福祉

を増進するように運営されなければならない。 

2 (略)  

3 下水道事業の種別並びに排水区域、排水人口及び 1 日最大処理能力は、

次の表のとおりとする。 

 種別 

公共下水道 個別排水処理 

排水区域 1,887.1ヘクタール  

排水人口 6万7,800人 1,676人 

(略) 

 

第 4 条～第 7 条 (略) 

 

1
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議案第３２号 

 

令和２年度恵庭市一般会計補正予算（第１４号） 

 

令和２年度恵庭市一般会計補正予算（第１４号）は、次に定めるところによる。 

（歳入歳出予算の補正） 

第１条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ９４，２４５千円を追加し、歳入歳出予算の

総額を歳入歳出それぞれ３８，９６３，９６０千円とする。 

２ 歳入歳出予算の補正の款、項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第一表 歳入歳出予算補

正」による。 

 （繰越明許費の補正） 

第２条 繰越明許費の追加は、「第二表 繰越明許費補正」による。 

 （地方債の補正） 

第３条 地方債の追加及び変更は、「第三表 地方債補正」による。 

 

令和３年３月２２日提出 

 

恵庭市長 原 田   裕 
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（追　加） （単位　千円）

3

4-16

3-1

4

5

7

26,5006 農 林 水 産 業 費

32,522

8 土 木 費 13,013

10 教 育 費 2 小 学 校 費
恵 み 野 旭 小 学 校 校 舎
・ 講 堂 煙 突 石 綿 対 策 事 業 費

農 業 振 興 対 策 事 業 費1 農 林 費

5 住 宅 費 恵 央 団 地 ３ 号 棟 改 修 事 業 費

6,642

15,600

2 総 務 費 1 総 務 管 理 費 市 史 編 さ ん 事 業 費

1,020

2 総 務 費 1 総 務 管 理 費 学 校 感 染 予 防 対 策 事 業 費

3 民 生 費 1 社 会 福 祉 費 自 立 支 援 事 務 費

第　二　表　　繰　越　明　許　費　補　正

款 項 事　　　業　　　名 金　  額

1
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（追　加）　　　　　　　　　　　              　　　　　　  　　　　　　　　　　　　　　 （単位　千円）

起 債 の 目 的 限 度 額 起債の方法 利 率 償 還 の 方 法

　　以内

５．０％ １ ． 償 還 年 限 は ､ 据 置 期 間 を 含 め 30 年 以 内 と し 、

（ た だ し 、 利 率 見 直 し 償 還 は 毎 年 度 2 期 元 利 均 等 償 還 と す る ｡

方 式 で 借 り 入 れ る た だ し ､ 特 別 の 融 資 条 件 の 定 め が あ る と き は

資 金 に つ い て 、 利 率 の 　　その条件による｡

見 直 し を 行 っ た 後 に ２ ． 市 財 政 の 都 合 に よ っ て 償 還 期 限 を 短 縮 し ､

お い て は 、 当 該 見 直 し 若 し く は 繰 上 げ 償 還 を し 又 は 低 利 債 に 借 換

 後 の 利 率 ） 　　することができる｡

　　以内

５．０％ １ ． 償 還 年 限 は ､ 据 置 期 間 を 含 め 30 年 以 内 と し 、

（ た だ し 、 利 率 見 直 し 償 還 は 毎 年 度 2 期 元 利 均 等 償 還 と す る ｡

方 式 で 借 り 入 れ る た だ し ､ 特 別 の 融 資 条 件 の 定 め が あ る と き は

資 金 に つ い て 、 利 率 の 　　その条件による｡

見 直 し を 行 っ た 後 に ２ ． 市 財 政 の 都 合 に よ っ て 償 還 期 限 を 短 縮 し ､

お い て は 、 当 該 見 直 し 若 し く は 繰 上 げ 償 還 を し 又 は 低 利 債 に 借 換

 後 の 利 率 ） 　　することができる｡

（変　更）　　　　　　　　　　　              　　　　　　  　　　　　　　　　　　　　　 （単位　千円）

起 債 の 目 的 補 正 後 の 限 度 額

学 校 教 育 施 設 整 備 事 業 債 114,600

臨 時 財 政 対 策 債 729,678

補 正 前 の 限 度 額

93,100

703,000

第　三　表　　地　方　債　補　正

減 収 補 填 債 128,120
普 通 貸 借
又 は

証 券 発 行

特 別 減 収 対 策 債 22,459
普 通 貸 借
又 は

証 券 発 行
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　　　　　　　　　（一般会計）　新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金の交付に伴う財源内訳の変更 （千円）

国庫支出金 道支出金 地 方 債 その他 一般財源

2 1 18 4-1
総 務 費 総 務 管 理 費 諸 費 感 染 予 防 対 策 事 業 費 0 7,079 △ 7,079

2 1 18 4-3
総 務 費 総 務 管 理 費 諸 費 地 域 経 済 活 性 化 事 業 費 0 529,213 △ 529,213

2 1 18 4-8
総 務 費 総 務 管 理 費 諸 費 広 報 費 0 246 △ 246

2 1 18 4-10
総 務 費 総 務 管 理 費 諸 費 地 方 創 生 臨 時 交 付 金 事 業 費 0 95,259 △ 95,259

（ 管 財 ・ 契 約 課 ）
2 1 18 4-11
総 務 費 総 務 管 理 費 諸 費 地 方 創 生 臨 時 交 付 金 事 業 費 0 57,310 △ 57,310

（ 企 画 課 ）
2 1 18 4-12
総 務 費 総 務 管 理 費 諸 費 地 方 創 生 臨 時 交 付 金 事 業 費 0 55,519 △ 55,519

（ 保 健 課 ）
2 1 18 4-13
総 務 費 総 務 管 理 費 諸 費 地 方 創 生 臨 時 交 付 金 事 業 費 0 1,195 △ 1,195

（ 子 ど も 家 庭 課 ）
2 1 18 4-14
総 務 費 総 務 管 理 費 諸 費 学童クラブ等感染予防対策事業費 0 3,962 △ 3,962

2 1 18 4-16
総 務 費 総 務 管 理 費 諸 費 学 校 感 染 予 防 対 策 事 業 費 0 24,682 △ 24,682

2 1 18 4-17
総 務 費 総 務 管 理 費 諸 費 Ｇ Ｉ Ｇ Ａ ス ク ー ル 推 進 事 業 費 0 209,897 △ 209,897

2 1 18 4-18
総 務 費 総 務 管 理 費 諸 費 学 校 給 食 臨 時 休 業 対 策 事 業費 0 3,199 △ 3,199

2 1 18 4-23
総 務 費 総 務 管 理 費 諸 費 地 方 創 生 臨 時 交 付 金 事 業 費 0 16,000 △ 16,000

（ 介 護 福 祉 課 ）

0 1,003,561 0 0 0 △ 1,003,561
一般財源の内訳
財政調整基金繰入金 △1,003,561合　　　　　　　　　　　　計

新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金の交付に伴
う財源内訳の変更

補 正 額
補   正   額    の    財    源    内    訳

説　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　明

新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金の交付に伴
う財源内訳の変更

説　明　資　料

款 項 目 経 費 名

新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金の交付に伴
う財源内訳の変更

新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金の交付に伴
う財源内訳の変更

新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金の交付に伴
う財源内訳の変更

新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金の交付に伴
う財源内訳の変更

新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金の交付に伴
う財源内訳の変更

新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金の交付に伴
う財源内訳の変更

新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金の交付に伴
う財源内訳の変更

新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金の交付に伴
う財源内訳の変更

新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金の交付に伴
う財源内訳の変更

新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金の交付に伴
う財源内訳の変更
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　　　　　　　　　 （千円）

国庫支出金 道支出金 地 方 債 その他 一般財源

2 1 12 5
総 務 費 総 務 管 理 費 財 産 管 理 費 公共施設等管理保全基金積立金 6,610 6,610

2 1 18 4-16
総 務 費 総 務 管 理 費 諸 費 学 校 感 染 予 防 対 策 事 業 費 15,600 7,800 7,800

2 1 18 4-23
総 務 費 総 務 管 理 費 諸 費 地 方 創 生 臨 時 交 付 金 事 業 費 0 200 △ 200

（ 介 護 福 祉 課 ）
3 1 1 9
民 生 費 社 会 福 祉 費 社 会 福 祉 生 活 困 窮 者 自 立 支 援 事 業 費 0

総 務 費
6 1 3 4
農 林 水 産 業 費 農 林 費 農 業 振 興 費 農 業 振 興 対 策 事 業 費 26,500 26,500

8 5 1 5
土 木 費 住 宅 費 住 宅 管 理 費 恵 央 団 地 3 号 棟 13,013 13,013

改 修 事 業 費
10 2 3 7
教 育 費 小 学 校 費 学 校 整 備 費 恵 み 野 旭 小 学 校 校 舎 32,522 10,931 21,500 91

・ 講 堂 煙 突 石 綿 対 策 事 業 費

財源対策のための地方債発行及びこれに伴う一般財源の調整
・減額調整

個人市民税 △42,696
純固定資産税 △34,319
入湯税 △3,939
都市計画税 △8,096
自動車重量譲与税 △10,450
ゴルフ場利用税交付金 △24,303
繰越金 △53,454

・増額調整
臨時財政対策債 26,678
減収補填債 128,120
特別減収対策債 22,459

94,245 18,731 26,500 21,500 6,810 20,704 一般財源の内訳
財政調整基金繰入金 △993,054　繰越金 △43,257
個人市民税 △42,696　純固定資産税 △34,319
入湯税 △3,939　都市計画税 △8,096
自動車重量譲与税 △10,450
ゴルフ場利用税交付金 △24,303
臨時財政対策債 26,678　減収補填債 128,120
特別減収対策債 22,459

合　　　　　　　　　　　　計

一 般 財 源 調 整 0

※新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金の交付に伴う財源内訳の変更分を含む

小　　　　　　　　　　　　計

94,245 1,022,292 26,500 21,500 6,810 △ 982,857

新型コロナウイルス感染症対策事業として財源内訳の変更
（一般財源：財政調整基金繰入金 2,907　繰越金 △2,907）

強い農業づくり事業補助金の要望拡大

火災によって損壊した市営住宅の復旧工事

国庫補助採択による事業促進

補   正   額    の    財    源    内    訳
説　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　明款 項 目 経 費 名 補 正 額

えにわ・花子さん愛情寄附の受領に伴う財源内訳の変更

新型コロナウイルス感染症対策等の学校教育活動継続支援事業
の実施

市有地売払収入積立
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